
第５次千代田区男女平等推進行動計画
概 要 版

　千代田区は、平成29年３月に「第５

次千代田区男女平等推進行動計画」

を策定しました。この計画は、平成29

年度から平成33年度までの５年間を

計画期間としています。

　区は、本計画の基本理念である「性

別による不平等がなく、だれもが自分

で生き方を選ぶことができ、その選択

が認められて参画できる社会の実現」

をめざし、行動します。

平成２９年３月

千代田区

第５次千代田区男女平等推進行動計画は

千代田区ホームページでご覧になれます。

www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/
danjo/byodo.html

計画の位置づけ
本計画は、男女共同参画社会基

本法に基づく計画であるとともに、配

偶者暴力防止法に基づく「千代田区

配偶者暴力対策基本計画」及び女

性活躍推進法に基づく「千代田区女

性活躍推進計画」として位置づけら

れるものです。

千代田区の地域特性、ＤＶ・デート

ＤＶへの対応、性的マイノリティへの

配慮といった社会情勢にも対応する

計画として策定しました。

配偶者暴力防止法

配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保
護等のための施策に
関する基本的な方針

基本理念と３つの基本的な考え方
千代田区に住み、働き、学び、集

うすべての人々、企業、団体等と連

携を図りながら、男女平等を実現し、

男女共同参画を推進するため「性別

による不平等がなく、だれもが自分で

生き方を選ぶことができ、その選択

が認められて参画できる社会の実

現」を基本理念として掲げます。

この基本理念を踏まえ、３つの基

本的な考え方を掲げます。

千代田区の男女平等 ・ 男女共同参画に関する調査

第５次千代田区男女平等推進行動計画の策定にあた

り、千代田区における男女平等・男女共同参画の現状を

把握する調査を行いました。

調査は、①18歳以上の区民2,000人、②区内の全中高

生、③従業員５名以上の区内事業所1,000か所に向け

たアンケートを実施しました。

調査結果は、千代田区ホームページにて報告書を公開

しています。

www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/
danjo/questionnaire.html

子どもができても、
ずっと職業を

続ける方がよい

47.9%

子どもができたら
職業を辞め、

大きくなったら再び
職業を持つ方がよい

31.4%

子どもができるまでは
職業を持つ方がよい
（その後は職業を
持たない方がよい）

2.2%

結婚するまでは
職業を持つ方がよい

1.9%

女性は職業を
持たない方がよい

0.7%

その他

13.9%

無回答

2.0%

図　女性が働くことについて
（18歳以上の区民向けアンケート）

検索 千代田区 男女平等 計画

検索 千代田区　男女平等　調査

男女共同参画
社会基本法

女性活躍推進法

国の施策（根拠法と上位計画）

男女共同参画
基本計画

女性活躍加速のための
重点方針

ちよだみらい
プロジェクト

千代田区男女平等推進行動計画

「ちよだみらいプロジェクト」は、平成26年度に策定された区の総合的かつ最上位の行政計画です。
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基本的な考え方基本理念

性別や性的指向、性自

認にかかわらず、だれもが

尊重される社会をめざす

人権尊重

男女平等
性別による不平等がなく、

多様なライフスタイルが実

現できる社会をめざす

多様な選択の

可能性

だれもが自分で生き方を

選ぶことができ、

互いに認め合い、だれもが

参画できる社会をめざす
社会への参画

その選択が認められて

参画できる社会の実現



施策体系

性別による不平等がなく、

だれもが自分で生き方を

選ぶことができ、

その選択が認められて

参画できる社会の実現

基本
理念

目標 施策の方向 平成33年度末の数値目標
基本的な
考え方

性別や性的指向、

性自認にかかわら

ず、だれもが尊重さ

れる社会をめざす

多様なライフスタ

イルが実現できる

社会をめざす

互いに認め合い、

だれもが参画でき

る社会をめざす

ワーク・ライフ・バランス

の実現と女性の活躍を

支援する

３３

４

５５５

地域社会における

男女共同参画を

すすめる

行動計画の推進体制を

充実する

（１）意思決定過程への女性の参画の推進

（２）子育て・介護をしている人や退職した人等の
社会参画の支援

（３）多様性に配慮した防災・まちづくりの推進

（１）男女共同参画センターＭＩＷの充実

（２）区役所内推進体制の充実

（３）区民との協働による推進体制の充実

（１）働きたい・働き続けたい女性に対する
キャリア形成の支援

（３）家事、育児、介護等と仕事の両立に向けた支援

（２）男性の働き方に対する意識改革に向けた啓発

（５）区内中小企業の意向をとらえた支援

（４）働きやすい職場づくりに向けた情報提供・啓発

人権を尊重し、

健康的な生活を

支援する

１
（１）人権尊重・男女平等に対する意識啓発

（３）男女の性や健康に関する理解促進と支援

（２）多様な機会・場における
人権・男女平等教育・研修の推進

（４）性的マイノリティへの理解促進と支援 74.6％
（平成28年度）

95.0％
（平成33年度）

配偶者・児童等への

暴力や性的いやがらせ

行為・性暴力を

根絶する

２

（３）性的いやがらせ行為・性暴力等への対策の推進

（１）ＤＶ・デートＤＶへの対策の推進

（２）児童・高齢者・障害者に対する
虐待への対策の推進

ＤＶをされたことの
ある人の割合
※区民アンケート結果に基づく

高校生・大学生に
向けたキャリア形成
支援事業の実施
※事業実施状況に基づく

27.3％
（平成28年度）

15.0％
（平成33年度）

33.5％
（平成28年度）

65.0％
（平成33年度）

34.0％
（平成28年度）

40.0％
（平成33年度）

千代田区男女共同参画センターＭＩＷ
マスコットキャラクター みゅうじろう

千代田区配偶者暴力対策基本計画

千代田区女性活躍推進計画

男女の性別により
不平等があると
思う人の割合
※区民世論調査に基づく

区役所内の管理・
監督者（係長級以上）
に占める女性の割合

審議会等における
女性委員の割合
※事業実施状況に基づく

「性的マイノリティ」という
言葉の意味を知っている
人の割合
※区民アンケート結果に基づく

33.5％
（平成28年度）

40.0％以上

60.0％以下
（平成33年度）

避難所運営協議会
委員における
女性委員の割合
※事業実施状況に基づく

22.2％
（平成28年度） （平成33年度）

（平成28年度）

半減半減
（平成33年度）

年4回（計20回）

（平成33年度）

半減半減

（平成33年度）

年5社（計25社）

性的いやがらせ行為を
受けたことが
ある人の割合
※区民アンケート結果に基づく

男性の育児休業・
育児短時間勤務奨励金
の新規申請企業数
※事業実施状況に基づく

23.6％
6.2％男性

女性

25.8％
（平成28年度）

40.0％
（平成33年度）

千代田区男女共同参画
センターＭＩＷを
知っている人の割合
※区民アンケート結果に基づく






